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第１章 計画の概要                          

１ 計画策定にあたって 

背景及び趣旨 

 少子高齢化が進む中、単身世帯の増加や、地域のつながりの希薄化、価値観の多様化など

により、地域社会が抱える課題は様々な分野が絡み合い「複雑化」しています。また、８０５０問

題やダブルケア（介護と育児が同時進行する世帯）など、個人や世帯においても複数の分野

にまたがる課題を抱えるなど「複合化」もしています。これらは、従来からある公的な制度のみ

では解決が困難であり、個人単位から世帯単位としてもとらえ、行政と地域住民等が協働して

包括的・重層的に支援していくことなどが必要とされています。 

 

行政と地域住民等が協働する福祉活動が必要な背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況を踏まえ、住民が様々な地域課題を抱えながらも、住み慣れた地域で安心して

いきいき暮らせる地域づくりを実現するために、地域福祉にはこれまで以上にきめの細かい対

応が求められています。 

 国においては、地域や個人が抱える課題を多様な主体が「我が事」として受け止め、支えてい

く「地域共生社会」の実現に向け、高齢者や障がい者、子どもなどの分野にかかわらず包括的

に支援するための体制づくりや、住民主体により相互に支え合う地域づくりを進めています。 

 西会津町地域福祉計画は、地域福祉関連施策の推進と仕組みづくりを通じ、住民一人ひとり

が地域福祉を「我が事」として主体的に行動し、かつ、力を十分に引き出せる環境づくりがで

きるよう、本町らしさを取り入れて策定するものです。 

また、地域福祉の推進を目的とする団体として社会福祉法で位置付けられている社会福祉

協議会にて策定する西会津町地域福祉活動計画を西会津町福祉計画と一体的に作成・推進

していくことで、人がつながり、共に支え合い、いきいきと安心して暮らすことができる地域共生

社会の実現を目指します。 

行政だけでは対応しきれない 

ケースが増加しています。 

少子高齢社会の到来、 

成長型社会の終焉、 

産業の空洞化 

地域住民の相互の

社会的つながりの 

希薄化 

（コミュニティの弱体化） 

年金・医療・介護

問題 

生活不安とストレス

の増大、自殺やホー

ムレス、家庭内暴力、

虐待、ひきこもり 

環境破壊・ 

温暖化 

 

家族形態の変化、 

複雑化と問題 

 

国際化と国際交流、 

多文化（異文化） 

共生 

 

家庭の相互扶助機能の

低下（家庭の教育力・

福祉力） 

 

自給自足や国際

社会の中の日本 

 

児童・青少年

問題 
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＜地域福祉を進める上で重要な 4つの助け合いの形＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つな

がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。 

（2017〈平成 29〉年 2月 7日 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定） 

 

地域福祉 

地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるような社会を実現

するための取組みのことです。「福祉」という言葉からは、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福

祉といった対象者ごとに分かれた「行政などによるサービスの提供」という意味での「福祉」を

思いつくのではないでしょうか？しかし、地域で安心して生活していくためには、そのような特定

の人だけではなく、地域に住む全ての人が生活しやすい地域社会を作る必要があります。その

ためには、行政などによるサービスの提供だけではなく、地域の人たちがお互いに助け合い、

支えあうことが大切です。特に人間関係の希薄化が進む今、誰もが住み慣れた地域で安心し

て暮らせるよう、「助け合い」「支え合い」の関係や仕組みをつくることが求められています。 

 

① 地域に住む誰もが幸せに暮らせるように 

② 住民一人ひとりが地域の困りごとを自分のことととらえて 

③ 「幸せづくりの担い手」となって地域全体で支え合っていくこと 

つまり・・・この計画は①②③をしていくためのものなんだね 

 

 

 

 

自助 

自分や家族に

よる自助努力 

互助 

隣近所等での 

ボランティア活

動や地域活動 

共助 

自治会での助け

合いや支え合い 

公助 

公的機関によ

るサービスの

提供 

住民の主体的な

活動で対応 

できるもの 
住民と行政の 

相互協力の領域 

行政施策として 

行うべきもの 

（住民の自助努力では

解決できないもの） 

たすけあいの

形 
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２ 計画の性格・位置づけ 

（１） 法的根拠 

西会津町地域福祉計画・西会津町地域福祉活動計画（以下「本計画」という。）は、社会福

祉法第四条（地域福祉の推進）、第百六条の三（包括的な支援体制の整備）を踏まえた上、

社会福祉法第百七条の規定に基づき、町とし「市町村地域福祉計画」として策定するもので

す。 

また、本計画は、犯罪や非行をした人の地域での生活と社会復帰を支え、住民が犯罪の被

害に遭うことを防止することを目指す「再犯防止推進計画」も併せて策定することで、安全で

安心して暮らせる地域福祉を推進します。 

 

社会福祉法 条文（一部抜粋） 

第一条（目的） 

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、

社会福祉を目的とする他の法律と相まつて福祉サービスの利用者の利益の保護及び

地域における社会福祉（以下「地域福祉という）の推進を図るとともに、社会福祉事

業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、

もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。 

 

第四条（地域福祉の推進） 

地域福祉の推進は、地域住民が相互の人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共

生する地域社会の実現を目指して行わなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とす

る地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めな

ければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住

民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態とな

ることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をい

う。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地

域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生

活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下

「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係

機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留

意するものとする。 
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第五条（福祉サービス提供の原則） 

社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスに

ついて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住

民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的

な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるよう

にその事業の実施に努めなければならない。 

 

第百六条の三（包括的な支援体制の整備） 

 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情

に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支

援関係機関による、地域福祉推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の

解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地

域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の

実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施

策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求める

ことができる体制の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行

う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連

携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 

 

第百七条（市町村地域福祉計画） 

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下、「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項 

 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努め

るものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び

評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画

を変更するものとする。 
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第百九条（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内にお

いて次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体

であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福

祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地

区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半

数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は

更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

 四 第三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る

ために必要な事業 

 

 

 

 

再犯の防止等の推進に関する法律 条文（一部抜粋） 

第一条（目的） 

この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進

すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の

防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかに

するとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再

犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被

害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目

的とする。 

 

第八条（地方再犯防止推進計画） 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村に

おける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（以下、「地方再犯防止推進計

画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 
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（２）地域福祉計画・地域福祉活動計画の位置づけと構成 

 本計画は、本町の最上位計画である「西会津町総合計画（第４次）後期基本計画」に基づき、

関連計画との整合・連携を図りながら策定するとともに、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福

祉、その他福祉の各分野の「上位計画」として位置付けます。 

 

■西会津町再犯防止推進計画■ 

   再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）第８条の規定に基づ

き、犯罪や非行をした人への支援に関する基本的な事項を定める「地方犯罪防止推進計

画」として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画後期基本計画（令和５年度～令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西会津町 

地域福祉 

活動計画  

（令和７～１１年度） 

西会津町 

社会福祉協議会 

高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画 

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

障
が
い
者
計
画 

 

男
女
共
同
参
画
計
画 

 

障
が
い
児
福
祉
計
画 

 

障
が
い
福
祉
計
画 

 

その他関連計画 

整合 

 

 

地域福祉計画 （令和７～１１年度） 

（再犯防止推進計画） 

 

健
康
増
進
計
画
（
自
殺
対
策
・
食
育
推
進
計
画
） 

  

保
健
事
業
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
） 

  

教
育
振
興
基
本
計
画 

  

地
域
防
災
計
画 
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 (3)「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の関係性 

『地域福祉計画』と『地域福祉活動計画』は、ともに地域福祉の推進を目指すものであるこ

とから、連携と連動を図るため、本町では、一体的に策定します。  

地域福祉を推進するための「地域福祉計画」と、それを実行するための住民の活動・行動の

あり方を定める「地域福祉活動計画」が一体となって作成されることにより、地域に関わる関

係者の役割や協働が明確化され、実効性のある計画作りが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画とは                   

地域のさまざまな福祉の課題を明らかにし、その解決に向けた取組みを進め、「共に生きる

地域社会づくり」の実現に向けた「理念」や「方向性」を定める行政計画です。 

町は、地域福祉の推進にあたって、必要な環境整備や公的福祉サービスの提供を図る役割

があります 

 → 計画策定は、西会津町が行います。  

 

地域福祉活動計画とは 

住民やボランティア団体、福祉や介護の事業者など、民間団体が相互に協力して地域福祉

の推進に関わる具体的な活動を定める民間の活動・行動計画です。 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進にあたって、住民主体の活動や支え合いの取組みを

推進する役割を担います。 

 

→ 計画策定は、西会津町社会福祉協議会が行います。 

 

 

＜市町村＞…地域福祉計画 

 

・理念や方向性 

・市町村の取組み 

・住民や地域の取組みの方向性 

＜社会福祉協議会＞  

                …地域福祉活動計画 

・社会福祉協議会の取組み 

・住民や地域との具体的な 

取組みの内容 

行政計画 

民間計画 

＜地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係＞ 

 

連 携・連 動 

地域福祉に関する現状 

・ 

課題や理念、取組み等 
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３ 計画の期間  

本計画の計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 
なお、計画の実施状況や社会情勢の変化などを踏まえ、計画を点検、見直しできるものとし

ます。 

４ 地域の範囲の考え方 

 本町においては、町内を５地区（野沢、尾野本、群岡、新郷、奥川）に分けていますが、その地

区ごとに抱える生活課題や福祉課題は様々です。こうした地域課題の解決を図るために地域

住民、行政、社会福祉関係団体の各々に期待される取組みや、求められる取組み、各々の協力

体制のあり方等を考える上では、地域住民の生活範囲に応じた活動圏域を意識していくこと

が重要となります。 

 本計画においては、地域住民を中心として、最も小さな「生活行動単位」を最小範囲とし、そこ

から「自治区単位」「地区単位」「町全域」と徐々に広がる４つの重層的な活動圏域を想定し

ています。例えば、「生活行動単位」の範囲では、近隣住民同士が顔見知りであることや、目的

を共有して活動する任意団体等があることから、比較的、住民同士の協力や支え合いによって、

身近な問題には対応しやすいのですが、複雑かつ大きな課題は、人手や財源不足等により解

決が困難となる場合があります。こうした場合、「生活行動単位」よりも広範囲な「自治区単位」

「地区単位」にまで圏域を広げ、より多くの地域住民の参画を促していくことや、公的なサービ

スの度合いを高めていくことで課題の解決へとつながる場合があります。 

 今後は、こうした点も考慮し、地域福祉活動の基盤づくりを進めていきます。 

＜地域の範囲の考え方（イメージ図）＞ 

 

町全域

地区単位

民生児童委員協議会、

自主防災組織、町民懇談会、

デマンドバス路線、

自治区単位

地域福祉座談会、サロン、

老人クラブ、見守り協力員

生活行動単位

隣近所、隣組、血縁、

各種団体活動や個別サークル活動など

公
的
サ
ー
ビ
ス
の
領
域
の
度
合
い 

 

祭事 

消防団 

町役場 

社会福祉協議会 

 身
近
な
支
え
合
い
の
領
域
の
度
合
い 
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５ 持続可能な開発目標（SDGs）とのつながり 

 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、世界が抱える課題を解決し、持続可

能な社会をつくるため、２０１５年（平成２７年）9 月に国連サミットで定

められた『誰一人取り残さない、多様性と包摂性のある持続可能な社会の実

現』を目指す、２０３０年を達成年限としている国際目標のことです。 

１７の目標と１６９のターゲットで構成されており、持続可能な社会の実

現を目指す SDGｓの理念は、将来にわたって持続可能なまちであることを目

指す「町総合計画後期基本計画」にも取り入れられた新たな視点です。本計

画においても、SDGｓの視点を持って多様な主体との連携・協力により地域

福祉課題の解決に取り組んでいく必要があります。 

 
 

 

 

 

６ 計画の策定に向けた取組み 

 

（１） 策定委員会の設置 

本計画の策定にあたり、地域の代表、医療・保健・福祉・介護関係者などで構成する「西会

津町地域福祉計画・西会津町地域福祉活動計画策定委員会」を設置し、策定に関する協

議・検討と計画に対する意見や要望の集約を図りました。 
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（２） 福祉関係事業者・有識者等へのヒアリングの実施 

本計画の策定にあたり、町内の福祉関係事業者・有識者等に対し、地域福祉を取り巻く現

状や課題、今後の方向性、福祉施策についての意見徴収をしました。その結果は、参考意見

として、計画に含めることとしました。 

 

① 町内で地域活動を行う団体 

  地域における福祉活動の課題や展望等について、各分野の団体に対してヒアリング調査

を実施しました。 

調査期間 令和６年８月９日（調査票配布）～９月１８日（回収期限） 

調査対象 ・こども・子育て支援、青少年健全育成関係（１団体） 

・障がい者支援団体（３団体） 

・高齢者支援団体（１団体）  

・地域活動団体（５団体） 

・更生保護関係（２団体）                      計 12団体 

調査方法 地域課題等について、福祉活動団体へ質問紙によるヒアリングを行

いました。 

調査項目 ・団体の活動内容、他団体との連携状況 

・団体運営上の課題 

・団体が活動を通して把握している地域福祉課題 

・役場や社会福祉協議会に期待すること  等 

回収結果 11団体（結果詳細については資料編参照） 

 

② 地域福祉活動専門団体 

専門的視点で、地区ごとの特色や地域課題等について、ヒアリング調査を行いました。 

調査期間 令和６年８月９日（調査票配布）～9月１８日（回収期限） 

調査対象 ・西会津町社会福祉協議会 

・にしあいづ地域包括支援センター 

調査方法 地域課題等について、質問紙によるヒアリング及び直接の聞き取り

を行いました。                               計 2団体 

調査項目 ・団体の活動内容 

・団体運営上、行政に期待すること 

・団体が活動を通して把握している地域福祉課題 

・町全体及び各地区の地域福祉課題とストレングス（強み）等 

・町の地域福祉推進に向けた意見・要望等 

回収結果 ２団体（結果詳細については資料編参照） 

 

 

 

 

 


